
動物の輸出入検疫速報（平成21年7月分）

（単位：頭、羽、群）

輸 入 輸 出
　牛 1,479 -
　豚 - -
　めん羊 34 -
　山羊 - -

　その他の偶蹄類 2 -

　馬 317 11

　その他の馬科 - -

　兎 63 5

　鶏 - -
　うずら - -
　だちょう - -
　七面鳥 - -
　あひる - -
　がちょう - -

　その他のかも目の鳥類 - -

　初生ひな（鶏） 50,493 -

　初生ひな（その他） 756 -

　種卵 - -

　みつばち（群） - -

　指定検疫物以外の動物（注２） - 12,764

　犬 516 476
　猫 191 165
　あらいぐま - -
　きつね - -

　スカンク - -

　サル 564

（資料）動物検疫所調べ
（注１）解放頭羽数ベースの速報値のため、数値が変更となることがある。
（注２）家畜伝染病予防法第４５条第１項第１号に基づく検査を実施した動物。



骨 砕骨 蹄角 骨腱 蹄角粉 その他の骨 計

2,202,279 1,451,519 74,151 87,608 133,105 300 3,948,961

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

加熱処理牛肉

53,463,387 74,560,379 2,386,402 14,399 - - 640,334

加熱処理豚肉
加熱処理

その他の偶蹄類
ハム 加熱処理ハム ソーセージ

加熱処理
ソーセージ

ベーコン

1,024,587 - 121,012 8,768 1,063,186 2,475,889 172,753

加熱処理
ベーコン

馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉
非加熱

その他の肉
加熱処理
その他の肉

10,959 602,492 1,020 38,775,704 10,040 1,100,370 4,395,459

家禽
加熱処理肉

加熱処理
その他の家禽肉

計

26,600,069 2,570,880 209,998,091

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
加熱処理
牛の臓器

加熱処理
豚の臓器

加熱処理その他
の偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の
臓器

297,916 47,369 318 - - - 43,385

消化管等
加熱処理
消化管等

ケーシング 脂肪
非加熱

その他の臓器
加熱処理

その他の臓器
加熱処理

家禽臓器・消化管

1,932,360 406,730 427,867 1,951,144 107 - 342,394

加熱処理その他
の家禽臓器

計

3,000 5,452,590

食用殻付卵 液卵 その他の卵 計

- 353,522 847 354,369

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の
偶蹄類の皮

馬皮

2,137,023 159,421 56,380 332 2,666 - 185,998

兎皮 犬皮 その他の皮 計

- 543 - 2,542,364

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の
偶蹄類の毛

馬毛

7 697 - 1,263 - - 4,204

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

- 252,762 - - 258,932

血粉 肉粉 肉骨粉 皮粉・羽毛粉 計

143,255 10 - - 143,265

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

53,573 532 - 0

穀物のわら 飼料用の乾草 その他 計

17,637,970 - 180,920 17,818,890

総計

240,517,461

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎及び犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」には、餃子やピザなど肉（臓器）を含む調製品である。

９．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

１０．総計に「その他の畜産物」は含めない。

その他
畜産物

わら類

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ及びベーコンである。

骨類

肉類

臓器類

　輸入畜産物検疫数量速報（平成21年7月分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：Kg）

７．「加熱処理肉」、「加熱処理ソーセージ、ハム、ベーコン」、「その他の加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した処理施設
　　で一定の加熱処理がなされたものである。なお、家禽肉由来のものは含めない。

８．「家禽加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した施設で加熱処理された鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及び
　　その他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ及びベーコンである。

卵類

皮類

毛類

ミール類



骨 砕骨 蹄角 骨腱 生骨粉 加熱処理骨粉 蹄角粉

24 - - - - - -

その他の骨 計

- 24

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

ハム

63,724 66,886 - - - - 944

ソーセージ ベーコン 馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉
非加熱

その他の肉

2,216 605 - - 1,531,145 - 37,990

計

1,703,510

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
偶蹄類以外の

臓器
消化管等 ケーシング 脂肪

22 61 - - 4,866 - -

非加熱
その他の臓器

計

12,480 17,428

殻付卵 液卵 その他の卵 計

79,716 498 -  80,214

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の
偶蹄類の皮

馬皮

1,991,872 5,637,692 - - - - -

兎皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 7,629,564

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の
偶蹄類の毛

馬毛

- 500 - 2,175 - - -

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

- 57,234 - - 59,909

血粉 肉粉 肉骨粉 羽毛粉 計

- - - - 0

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

- - 441,000 441,000

総計

9,490,649

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他のかも目由来の肉である。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎及び犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」は、餃子やピザなど肉（臓器）の調製品である。

７．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

８．総計に「その他の畜産物」は含めない。

その他
畜産物

卵類

皮類

毛類

ミール類

　輸出畜産物検疫数量速報（平成21年7月分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：Kg）

骨類

肉類

臓器類


